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東中欧におけるネーシ ョンの形成
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おわりに

ｒ世界市民であることと国民であることとは決して矛盾せず ，

むしろ不可分の一体を成すものなのである。」Ｗコンッェ

は　じ　め　に

　１９８６年に他界したヴェ ルナー・ コンッェは，リヴォニア地方（現在のラトヴィアとエストニアに

またがる地域）の一村落ヒルシェンホフの歴史に関する博士論文（１９３４年刊行）でその学問的生涯

を開始した。ヒルシェンホフは１７６６年，ロシアの女帝エカテリーナ２世の移民勧奨策に応じてこ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
の地に移り住んだドイッ人が形成した村である。このドイツ人植民村に対するコンツェ の関心は ，

たんなる知的興味にのみ由来するものではない。バルト海沿岸諸国は歴史的に「ロシアとドイッ

のナシ ョナリズムの挽き臼に巻き込まれ，同化を迫る民族国家原理にさらされ，その存在を根底
　　　　　　　　　　２）
から揺さぶられてきた」。１９３０年代初め，ケーニヒスベルク大学のハンス ・ロートフェ ルスのも
　　つど
とに集 った幾多の学徒は，台頭する攻撃的ナシ ョナリズムがこの地にふたたび危機をもたらそう

とする事態を眼前にしつつ，このような危機の歴史的根源を探ろうとしたのである 。彼らの幾人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
かは後に戦場で命を失い，コンッェもまた瀕死の重傷を負 ってロシアの捕虜となっ た。

　ドイツとロシアのあいだに広がる地域への強烈な関心を，コンツェは終生抱き続けた。多方面
　　　　　　　　　　４）
にわたる彼の研究活動が，「東中欧０ｓｔｍｔｔｅ１ｅｕｒｏｐａ」におけるネーシ ョンの形成に関する未完の

＊　本稿は本来『立命館経済学』の三好正巳教授退任記念号（第４５巻第６号）に掲載を予定していたもの

であるが，筆者の遅筆のため完成が遅れてしまっ た。 お詫びとともに，これまでのご厚情に対しこの場

　を借りて三好先生にお礼申し上げる。また本稿の作成にあたり ，立命館大学非常勤講師 ・佐藤専次氏よ

　り多くのご教示を得た。記して感謝する 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１８）
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　５）
書物で締めくくられたのは偶然ではない。本稿は，コンツェ の遺稿に示唆を得つつ，東中欧とい

う歴史的空問の形成，そしてそこにおけるネーシ ョンの形成という相互に絡み合う二つの過程の

検討を行おうとするものである 。

　あらかじめ「東中欧」と呼ばれる地域のおよその位置を確認しておこう 。東欧史家Ｋ．ツェ ル

ナッ クによれば，東中欧とは中欧の東半，つまりドイッおよびアルプス以北のドイッ近隣諸国か

ら成る領域の東部地域を指す（したがって「中東欧Ｍ．ｔｔｅ１ｏ．ｔｅｕ．ｏｐａ」という表現は不適切である）。 狭

義の「東中欧」はポーランド，チ ェコ ，スロバキア，ハンガリー から成り ，さらにバルト海沿岸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
の「北東欧」，そしてハルカン半島の「南東欧」が加わ って広義の「東中欧」を構成する 。

　　　　　　　　　　ネーシヨンステート
　ヨーロッパにおける民族国家形成に関するテオドーア ・シーダーの類型論をここで想起しよ

う。 彼によれば，まずイギリス ，フランスでは既存の国家の上に ，１７ ・１８世紀の革命を通じて ，

国民王権を原則とするｒ国家市民」（Ｓｔａａｔ・ｂｕ・ｇ・・）の共同体としての民族国家が形成された。こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 、ネーション

れに対してドイッやイタリアでは，いわは国家の成止以前にまず民族が生まれ（トイソにおける

言語 ・文化共同体としての
‘‘

Ｖｏｌｋ
’’

概念を想起せよ！），民族国家の形成は諸邦分裂の克服を図る統一

運動によっ て進められた。ここでは「統一」という言葉がほとんど魔術的なまでの響きを得 ，

「自由」はその前に影を潜めることになる 。そして最後に東中欧の諸地域は，歴史的にオースト

リア（ハプスブルク），ロシア，オスマン ・トルコなど巨大帝国の支配下に置かれ，近代的民族国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
家の樹立をめさす運動は，帝国からの分離独立運動として展開した 。

　シーダーのこの定式はすでに古典的ともいうべき地位を得ているが，先のツェ ルナ ックはその

うちに含まれる「近代主義的」偏向を批判している。すなわち彼によれば，民族国家形成の道を

開かれた「西」と帝国の支配下に従属する「東」という図式は，フランス革命以後のヨーロッパ

にのみ当てはまる 。革命をめくる抗争のなかで，とくにポーランドの犠牲（ポーラント分割）の上

で東の諸帝国がその力を大きく強め，この結果「もともと統一的であ ったヨーロッパにおけるネ

ーシ ョンの原理が二つに分かれた」のである 。ツェルナ ックによれば，ネーシ ョンの原理はヨー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
ロソパ国家世界の生成とともに現れ，以後この世界の根本原理を成してきた 。

　コンッェもまた，フランス革命以前に遠く遡って東中欧におけるネーシ ョンの形成を跡づける 。

その際彼がとくに重視するのは，中世におけるキリスト教圏の拡大と ，そしてドイツ人の東方植
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
民という二つの要因である 。以下われわれも ，この二点に即しつつ議論を進めることにしよう 。

＊　煩墳を避けるため参照文献は本論文の最後に一括して記載し，以下の注では著者ないし筆者名，発

　行ないし発表年（括弧内），そして参照頁数のみを示しておく 。

１）１７６３年７月２２日のエカテリーナ２世の声明は，以下のような条件を示してヨーロッパ諸国，とくに

　ドイッからの移民の誘致を図 った。すなわち，目的地までの旅費の供与，信仰の自由，３０年問租税免

　除，農工業資金の１０年問虹利子貸し付け，兵士に対する宿舎提供義務ならぴに兵役の免除，村落自治 ，

　移民の財産は関税なしで持ち込みを認める，ロシアではまだ製造されていない工業製品の輸出ならび
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いち　に国内での販売については１０年問関税免除，すべての移民に課税なしで市の開催を認める，一定の条

　件下で帰国の自由を認める。エカテリーナはこれにより ，ロシア農工業の育成を図 ったのである 。

　Ｃｏｎｚｅ（１９３４） ，１８ －２２

２）　Ｃｏｎｚｅ（１９８３ｂ） ，３２４£

３）Ｃｏｎｚｅ（１９５１） ，２０１ｆ．コンツェは学生ＳＡの一員となり ，ナチ支配下の１２年のうち７年問，兵士な

　らびに将校として従軍した。１９４４年に負 った傷が４０年後の彼の死の遠因となる 。Ｋｏｓｅｌ１ｅｃｋ（１９８７）
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９）
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　　５２９ｆなお１９２６年にケーニヒスベルク大学に着任したハンス ・ロートフェ ルスは，その８年後，ユダ

　　ヤ人という出自のためナチスに職を追われる 。彼は，東中欧における諸民族の共生という歴史的事実

　　を確認しつつ，民族国家原理を絶対化する当時の風潮に批判的立場をとっ た。 Ｃｏｎｚｅ（１９８３ｂ） ，３２４ｆ
．，

　　３３２；Ｃｏｎｚｅ（１９８５ｂ） ，２７ｆ

　４）戦後西ドイツの歴史学をリードし続けた コンッェ の業績については，以下の諸論孜を参照 。

　　Ｓｃｈ１ｅｄｅｒ（１９８７） ，Ｋｏｃ
ｋａ（１９８６） ，Ｚｏｍ（１９８６）なお コンソェ が独ソ両国の学問的交流に力を尽くし ，

　　１９７３年には彼のイニシアティブにより ，戦後西ドイツで初めて両国の歴史家によるシンポジウムが実

　　現したことを付記しておこう 。その記録として，Ａｒｅ七ｎ／Ｃｏｎｚｅ（１９７７）

　５）　Ｃｏｎｚｅ（１９９２ｂ）

　６）Ｚｅｍａｃ
ｋ（１９９４），１７６ｆわが国では「東中欧」が単に「東欧」と訳されることもある 。たとえは，ベ

　　レンド／ラーンキ（１９７８），１

　７）民族国家形成の以上のような三つのタイプ（それは三つの段階でもある）は，現実には重なっ て現

　　れることもしばしばであ った。たとえばポーランドの場合，帝国からの分離独立運動は分割された諸

　　地域の統一をめざす運動でもあり ，またイギリスにおいても ，スコットランドやアイルランドを包摂

　　する統一運動の結果としてネーシ ョンステートが形成された。Ｓｃｈｌｅ
ｄｅｒ（１９６６） ，６８ －７１

　８）Ｚｅｍａｃ
ｋ（１９９４） ，１７８ －１８０

　９）コンツェ の著書は古代末期から１８世紀までの東中欧の歴史を論じており ，さらに２０世紀に至るまで

　　の叙述がこれに続くはずであ った。Ｚｅｍａｃ
ｋ（１９９２） ，２３８本稿が扱う時期は，このうち基本的に中世

　　末期までに限られる。なお念のため付言しておけば，本稿はコンツェ の著書の紹介それ自体を目的と

　　するものではない 。

Ｉ． キリスト教圏の拡大とネーシ ョンの形成

　１ ．キリスト教圏の拡大

　キリスト教がヨーロッパ文化の最も重要な要素の一つを成すことはあらためて言うまでもない 。

コンツェ の言を借りれば，「古代以後のヨーロッパはキリスト教会の精神と形によっ てその歴史
　　　　　　　　　　　　　　　１）
的形姿を獲得」したのであり（３３），そして「『ヨーロッパ』が目に見えるようになっ てはじめて ，

つまりキリスト教会およびこれと結ぴつく文化が定着して後はじめて東中欧について語ることが

できる」（５ｆ．）。

以下 コンッェに拠りながら ，東中欧におけるキリスト教圏拡大の過程を素描して
　　　２）

おこう（図１および１ －１の図２を参照）。

　ヨーロッパ世界の形成は，ローマ帝国の没落から中世盛期におけるキリスト教布教の完成にい

たる数百年のあいだに進行した過程である 。まずアトリア海 ・ドナウ川間の南東欧がヨーロソパ

＝キリスト教世界に組み入れられ，その後カール大帝の治世（７６８－８１４）以来，キリスト教世界は

フランク王国を拠点としてさらにその東へ，ローマ帝国のかつての版図を越えて広がっていっ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
その際エルベ ・ザーレ川以東に住むスラヴ人の宗教的帰属は，支配者たる現地諸侯が両キリスト

教会（ローマとビザンチン）のいずれに帰依するかによっ て決せられた。たとえば８６０年頃，ブル

ガリアのボリス１世は治下の人民に対する伝道をローマ教皇に依頼したが，一方同じ頃，モラヴ

ィア公ラスティスラフはコンスタンチノープルに使者を送り ，モラヴィアに宣教師を送るよう要

請している 。教会の力を借りて近隣の脅威を免れることが，いずれの場合も重要な動機であ った

（ただしこの二つの試みはいずれも失敗に終わる）（６，１４ｆ
．，

１７）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２０）
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　図１　１０５０年頃のキリスト教世界

　　　一東西両教会の努力分布一
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ｈｅｒ Ｓｃｈｕ１ｂｕｃｈＶｅｒ１ａｇ（１９７０） ，７２より作成 。

　バルカン半島からチ ェコにかけての地域で，両教会の勢力分布に一応の決着が着くのは９世紀
　　　　　　　　　　　４）
末のことである 。チ ェコ ，モラヴィア ，クロアチアはローマ教会に，セルビア，マケドニア，ギ

リシャ ，ブルガリア ，そして１０世紀末以降はキエフ ・ルーシもまた東方正教会の圏内に属するこ

とになる 。以後　千年にわた って中欧と東欧を分かつ境界の基礎がここに据えられたのである 。

ただしこうして一旦定められた境界線は，９世紀末，異教徒たるハンガリー騎馬民族のドナウ地

域への侵入によっ て根底から揺るがされた。これによっ て中断されたキリスト教化の過程が再び

始まるのは，９５５年，レヒフェ ルトの戦いでの敗北後，ハンガリー 人（マジャール人）がキリスト

教に帰依して以後のことである 。ハンガリー王室は婚姻等によっ てビザンチンとの関係を保ちつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２１）
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つも ，しかしローマ教会の伝道を積極的に受け入れ，これによっ てハンガリーはローマ ・フラン

ク・ ドイッ的な中欧の一部となっ た（６，１５ｆ）。

　目を北に転じよう 。エルッ山脈，ズデーテン山脈，カルパチア山脈を結ぶラインの北側では ，

キリスト教化はようやく１０世紀に始まる 。９６６年にポーランドのミェシコ１世がローマ ・キリス

ト教会の洗礼を受け，これに対して９８８年にはキエフ公国のヴラディミール１世がギリシャ正教

の洗礼を受けた。これを端緒として，ヨーロソパ北東部でも１３／１４世紀にかけて東西両教会の境

がしだいに形づくられていく（１６）。

　ところでこれらスラウ人地域のキリスト教化は，君主による政治的統一と並行して進んだ。と

くにチ ェコ ，ポーランド，ハンカリーのように国家形成が早期に進行したところでは，君主は国

内の教会組織を自己の掌中に収めようと図 った。しかしこのような政策は，東フランク王国によ

る伝道の試みと衝突せざるをえない。たとえば９世紀から１０世紀初めにかけて栄え，その後歴史
　　　　　　　　　　　　　　　　５）
の舞台から姿を消した大モラヴィア国の場合，すでに建国に先だ って，ザルツブルクおよびレー

ゲンスブルクの大司教座（東フランクによる伝道の橋頭塗）による布教が成功裡に進められていた 。

建国後，モラウィア国のスラウ人君王は，東フランク＝ハイェルンの支配から独立した独自の教

会の建設を図り ，８６２年には「スラヴ人の使徒」と呼ばれたギリシャ人 コンスタンティノス（後

の修道士名キ ュリロス）とメトディオスが招聰された。モラヴィアを東方教会の下に置くという君

主の意図は，この二人がむしろローマ教皇に接近したため実現されなかったが，ただし彼らは教

皇の許しを得てスラヴ語による典礼を導入し，一時的ながらバイエルンの聖職者 ・修道士を排除

することに成功した。キ ュリロスの死（８６９）後，メトディオスは短期間ながら ，ザルツブルク

から独立し教皇に直属するパンノニア ・スラヴ教会の頂点に立つ。しかしパッ サウの司教は教皇

に問うことなくただちにメトティオスを捕らえ，ハイエルンの教会会議は彼を修道院に幽閉する

決定を下した。こうして８７４年以後，ザルッブルクの大司教はパンノニア地方の教会管轄権を再

び握る 。スラヴ人司祭はモラヴィアから追放され，その大部分がブルガリア（ビザンチン ・キリス

　　　　　　　　　　　　６）
ト教の新たな埜塁）へと逃れた（１９ｆ）。

　チ ェコもまた，早くからハイエルン＝東フランク王国の影響に曝されていた。９世紀末，プシ

ェミスル家の下でチ ェコは国家統一を実現したが，すでに９２９年にはザクセン朝のハインリヒ１

世に対して貢納義務を負 っている 。１０世紀半は以降チ ェコは神聖ローマ帝国皇帝に臣従を誓うこ

とになるが，ただしこれによっ てチ エコの自律性が失われたわけではない。むしろチ ェコは帝国

内部でしだいに力を増し，１２１２年には，王位の相続，プラハならびにオロモウツ（オルミュッツ）

司教のチ ェコ 王による叙任など，その支配権の独立が帝国法によっ て保証される 。チ ェコ 王は ，

１３世紀には神聖 ローマ帝国内で最も強力な君主となっ ていた 。

　教会組織上，チ ェコは当初レー ゲンスブルクに司教座を置くバイエルン司教区に属していたが，

その影響はさほど大きくなかった。９６８年，神聖ローマ帝国皇帝オ ットー１世はエルベ川以東の

スラウ人教化の橋頭優としてマクテフルク大司教座を設ける 。チ ェコについてもその管轄下にプ

ラハ司教座を置く可能性が生まれたが，しかしチ ェコ 大公ボレスラフ２世は，バイエルンヘの従

属をマクデブルクヘのそれに替えようとは思わなかった。彼はむしろチ ェコの教会上の独立を ，

それに対応する政治的地位の前提として追求したのである 。オ ットー１世の死の直後，９７３年に

設置されたプラハ司教座は形式上はマインッ大司教座の監督下にあ ったものの，しかし事実上プ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２２）
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シェミスル家の教会であ った。すなわちプラハの司教はチ ェコ 大公が侯補者を立て，チ ェコの聖

職者および貴族がこれを選出し，ドイツ王ならびにマインツ大司教の権限は，これを事後的に叙
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
任するにととまっ た（１３４４年にプラハ司教座は大司教座に昇格し，形式上もマインノから独立する）。

１０６３年にはモラヴィアを管轄するオロモウツ司教座が設けられた。チ ェコ 大公はこれを通じてモ

ラヴィアの諸侯に対する支配を貫徹しようとしたのである 。この司教座の設置はチ ェコ 大公によ

ってなされ，教皇ないし神聖ローマ帝国皇帝はこれに関与していない 。

　１２／１３世紀に至り ，プラハとオロモウツの司教座はチ ェコ 大公と独立の地位を獲得したが，抗

争の末，大公は教会に対する支配権を確立する 。国と司教区の範囲が一致し，世俗の国家と「国

教会」が結びつくという事態は，神聖ローマ帝国の域内ではチ ェコ ・モラヴィア以外には見られ

ない。さらにこの結びつきは，９３５年に暗殺されたヴ ァーツラフ（ヴェンツェ ル）１世が１０世紀終

わりに聖人の列に加えられ，まもなくチ ェコとモラウィアの守護聖人とされたことによっ て一層

強められた。「聖ヴ ァーツラフの家族」としてのチ ェコ 人という意識が，民衆レベルにまで浸透

する 。１９世紀の民族運動において，ヴァーツラフはチ ェコ 民族意識の人格的表象として再び現れ

　　　　　　　　　８）
ることになるであろう　（２０－２２ ，４３－４５ ，１１１£）。

　ポーランドでも王権の確立とキリスト教の受容が密接に絡み合って進んだ。チ ェコに数十年遅

れて，ただしバイエルンやザクセンから比較的遠いことにも助けられ，チ ェコにもまして順調に

ピャスト家によるスラヴ人諸族の統合が進んだ。盛んな征服活動の結果，当初のヴェ ルコ ポルス

カ（大ポーランド。現在のポーランド北西部）に加えて，シロンスク（シュレージエン），そしてさら

に南部のマウォポルスカ（小ポーランド）が１０世紀末にポーランド領となっ た。 これと並行して

９６８年にはポズナン（ポー ゼン）に司教座が，そして１０００年にはグニエズノ（グネー ゼン）に大司

教座が設置された。それまでポーランドにおけるキリスト教の布教は東フランク＝神聖ローマ帝

国の教会組織に依拠して進められてきたのであるが，これらの司教座ならぴに大司教座は直接 ロ

ーマ教皇の下に置かれた。これによっ てポーランドは神聖ローマ帝国から宗教的に独立し，ポー

ランド独自の教会組織の確立に成功したのである（２２－２４，４５－ ４８）。

　ハンガリーのキリスト教化が，９５５年のレヒフェルトでの敗戦を機に始まっ たことはすでに述
　　９）

べた。当初はハンガリーが東方正教会の圏内に入る可能性も存在したが，始祖アールパードの曾

孫ゲーザは西側，とくにバイエルン公国との結びつきを有利と考えた。ゲーザの息子イシュトヴ

ァーン（ヴ ァイク）がローマ ・キリスト教の洗礼を受け，バイエルン王女ギゼラを妻としたこと

により ，ラテン ・ヨーロッパ世界へのハンガリーの組み入れが決定的になる 。ゲーザは教皇から

エステルゴム（グラン）大司教座設置の許しを得（１００１年），以後ハンガリーには１０の司教座が置

かれた。ハンガリーの行政機構はこのような教会組織に支えられていた（司教座の所在地は同時に

王宮の所在地でもあ った）。 また上のイシュトヴ ァーンは死後聖人に列せられ（１０８３年），チ ェコの

ヴァーツラフ同様，１９世紀の民族独立運動において祖国の象徴として甦る（２４－２６，５４－５７）。

　以上，チ ェコ ，ポーランド，ハンガリーのように早期に国家形成が進んだところでは，キリス

ト教の受容は王権の主導下で進み，いわば「国教会」的組織の構築が図られた。これに対して統

一王権が成立せず，あるいは弱体だ ったところではキリスト教の布教が遅れ，場合によっ ては外

部勢力による政治的支配の下で進められることになる。エルベ ・ザーレ川とオドラ（オー デル）

川の問に住むスラヴ人，いわゆるエルベ ・スラヴ人のたどった運命はその最も顕著な例の一つで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２３）
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ある 。ここでは一旦着手された伝道活動が９８３年以後中断され，ようやく１２世紀半はになっ て再

開された。その際伝道は，ホルシュタイン等北東部ドイッ人領邦君主の庇護のもと ，ドイツ人の

植民活動と結ぴついて進められた。その契機となっ たのが１１４７年のいわゆる「ウェンド人十字

軍」であ ったことからも知られるように，それは決して言葉のみによる平和的なものではなか っ

た（２６止）。 エルベ ・スラヴ人の運命について，われわれは後にやや詳しく論じるであろう 。

　ウイスワ（ウァイクセル）川河口とフィンランド湾の間のハルト海沿岸地域，すなわちポモジ

ェ（ポンメルン），プロイセン ，クルゼメ（クーアラント），リヴォニア，ラトヴィア，エストニア ，

そしてリトアニアでは，キリスト教の伝道は１３世紀になっ てようやく本格化した。１２０１年にドイ

ツ人都市リガが建設され，ここを拠点とするドイッ人商人のバルト海商業と結びつきつつ伝道が

進められたのである 。ただしこれらの地域では諸部族を統合する大規模な支配権力が成立せず
，

伝道の安全はドイッ人騎士修道会によっ て保証されることになっ た。１２０２年には，いわゆる刀剣

騎士修道会（Ｓｃｈｗｅ吋ｂｍｄｅ．ｏ．ｄｅｎ）が設立される 。この修道会は司教座の防衛に努めるだけでなく
，

リカを河口に持つタウカウァ（テ ユーナ）川周辺の地の征服を進めていっ た。 この結果，まずリ

ヴォニアがドイツ人の支配下に置かれ，ローマ ・キリスト教会の圏内に属することになる 。ロシ

ア正教の伝道も当初はわずかながら行われていたが，その力は騎士修道会領の東の境まで押しや

られた（２７－２９）。

　ラトヴィアおよびエストニアも ，１３世紀以降同様にしてローマ教会およびドイツ帝国の勢力圏

に組み入れられていっ た。 さらにその南方，プロイセン人の地におけるキリスト教の伝道は１２世

紀末から１３世紀初めにかけて始まるが，現地諸部族の抵抗に遭 って一旦挫折する 。１２２５年，マソ

フシェ（マゾヴィエン）公コンラートはドイッ騎士修道会に助けを求め，ヴィスワ川に沿うクル

ム地方を修道会の拠点として与えた。１１９８年にパレスチナで設立されたドイツ騎士修道会は，異

教徒に対する十字軍の遂行を自己の使命として掲げる組織であり ，この修道会による征服活動が，

この地のスラヴ人のキリスト教化の前提を作り出した。１２２６年，神聖ローマ帝国皇帝フリードリ

ヒ２世のいわゆるリーミニの「黄金印勅書」によっ て修道会の伝道地は帝国領と認められ，修道

会はその領主の地位に就いた。さらに１２３４年にはローマ教皇がプロイセンを聖ペテロの所有地と

言明し，修道会は教皇直属の地位を得る。皇帝と教皇との対立につけ入り ，修道会は二つの矛盾
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）する法的基礎の上でその独立性を強めていっ たのである（２９－３１）。

　１２３６年に刀剣騎士修道会がリトアニア人によっ てリヴォニアを追われると ，ドイッ騎士修道会

はその残地を自己の領地に併合した。この結果プロイセンとリヴォニアが修道会領として一体と

なり ，リトアニアを除いてヨーロッパ北東部のキリスト教化が完了する 。残るリトアニアには ，

１３世紀半はにスラウ人国家としてのリトアニア大公国が成↓した。１２５３年，大公ミンドーウェは

キリスト教の洗礼を受け，騎士修道会とローマ教皇の同意の下でリトアニア王として戴冠する 。

しかし状況はなお不安定であり ，大公の死後，この地のスラヴ人のキリスト教化は大きく後退し

た。 また１３世紀前半にモンゴル軍の侵入によっ てキエフ ・ルーシが崩壊すると ，リトアニアは征

服ならびに婚姻を通じてこの地の諸侯に対する支配を広げていっ た。 この結果，リトアニアでは

東方正教会の影響が強く ，東スラヴ＝ルテニア人の言語が公用語とさえなる 。

　こうしてリトアニアは東ヨーロッパ世界に深く入り込んでいた。ただし東の隣人との敵対のな

かで，ローマ ・キリスト教の伝道に門戸を開くというかつての考えも忘れられてはいなか った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２４）
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また西側との関係は，何よりもドイッ騎士修道会との抗争，そしてポーランドとの国境紛争によ

って規定されていた。１３８０年代，東西両面での緊張が危険なまでに高まっ たとき ，リトアニア大

公ヤギェウォがポーランド女王ヤドヴィガと結婚するという事件が転機をもたらす。１３８５年，ヤ

キェウォ（洗礼名ウワティスワフ）はポーラントのク ーエスノ大司教の手によっ て受洗し，翌年ポ

ーランド王の地位に就いた。さらにその翌年にはリトアニアの首都ヴィリニュス（ヴィルナ）に

ローマ教会の司教座が設けられる 。以後，「上から」の伝道に対して抵抗はわずかであり ，リト

アニアはラテン ・ヨーロッパの一部となる 。さらにサマイテンもまた１５世紀初めにローマ ・キリ

スト教の圏内に入 った。ただしリトアニア領内の東スラヴ人諸侯国は依然として東方正教を信奉

しており ，この結果，リトアニア大公国の内部でモスクワの教会とローマ教会の支配権が接する ，

つまり政治的支配権と宗教的支配権の境界が一致しないという事態が現れたのである（３１－ ３３）。

　以上われわれはコンッェに従 って，９／１０世紀以来数百年のうちに東中欧のスラヴ人諸族がキ

リスト教世界に引き入れられていく過程を見た。それはまた同時に，以後一千年にわたる東西両

キリスト教会の境界線が形作られる過程でもあ った。皇帝教皇王義の支配した東側と異なり ，こ

の境界の西側では，とくに１２／１３世紀の叙任権闘争以来，教皇と皇帝および諸王の問で聖俗両権

の分掌体制が確立し，国家権力の世俗化が進んだ。近代におけるネーシ ョンステートはこの西側
　　　　　　　　　　　１１）
の世界で生まれるであろう 。そしてまさにこの西側，つまりラテン ・キリスト教世界に属するも

のとして，東中欧はその姿を現したのである 。

　それではこの東中欧において，ネーシ ョンの形成はどのように進んだのだろうか。しかしこの

点の検討に先立ち，まず中世における「ネーシ ョン」の意味を確認しておくことが必要である 。

　２　ネーションの形成　概念史的 ・理論的考察

　そもそも中世ヨーロッパ史の研究に「ネーシ ョン」の概念を用いることの適否についてはなお

議論の分かれるところである。たとえばＥ ．Ｊ．ホブズボームにとっ てネーシ ョンはｒ歴史的に最

近の時代にのみ属する」ものであり ，「近代的領域国家の特定の形態，つまり『ネーシ ョンステ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フオルク
ート』に関連する限りでのみ社会的実体を成す」。 またオ ットー・ ブルンナーによれば，「『民族』

　　　ナツィオン
とか『国民』とかいう概念は，『社会』という概念に劣らず，もろもろの特殊近代的な意味の層

を背負いこんでおり ，そのことをあらかじめ解明した上でなけれは，それらを近代以前の諸世紀
　　　　　　　　　　　１３）
に適用することはできない」。 ブルンナーによれば，近代における国家と社会（市民社会）の分離
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
を背景としてはじめて，法の前に平等な公民の社会としての「国民」が創出されたのである 。

　ブルンナーの言う意味でのネーシ ョン概念を直ちに中世史に持ち込むことの愚は明らかである

が， しかし他方近年の中世史研究は，近代におけるネーシ ョンの特徴とされるさまざまなメルク

マール　　定の領域支配，言語 ・習俗なとの文化的共通性，独立した政府ないしその実現への希

求， 歴史 ・出自を共有するという信仰など一を備えた社会集団の存在が中世においても確認され
　　　　　　　　　　　１５）
ることを明らかにしている 。以下ではまず中世ヨーロッパにおけるこのような社会集団の形成過

程をおおまかにたどったうえで，中世史研究にネーシ ョン概念を用いることの適否についてのわ

れわれの考えを示すことにしよう 。

　概念史的検討を手がかりにしよう 。「ネーシ ョン」の語源を成す
‘‘

ｎａｔｌｏ
’’

の概念は古代 ローマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２５）
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に由来する。それは “ｇｅｎＳ
’’

とともに，もともとはさまざまな人間集団を区別するメルクマール

としての「生まれ」「出自」を意味するものであ った。なるほど ｎａｔ１ｏ はｇｅｎＳの下位概念として

より小規模な集団を指し，あるいはｇｅｎＳ は血統を ，ｎａｔ１Ｏ は生地を指すなど若干ニュアンスを異
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
にした用例も存在するが，しかし全体として見れば両者はほぼ同義に用いられている 。最も目に

つく相違といえばｇｅｎＳの方が ｎａｔｉＯ よりはるかに多く現れることであり ，とくに古代において

は， ９ｅｎＳ という語のくり返しを避けるという修辞上の目的からｎａｔ１Ｏ を用いるというのが最も頻
　　　　　　　１７）
繁な用例であ った 。

　古代 ローマにおいて ，ｇｅｎｔｅｓ／ｎａｔ１ｏｎｅｓ（ｇｅｎ．／ｎａｔｌｏの複数形）はさらにローマ人たる
‘‘

ｐｏｐｕ１ｕｓ
’’

と区別される「野蛮人」（ｂ。。ｂ。。ｉ）を指す語としても用いられた。ローマ帝国がキリスト教化す

ると ，これに加えてｇｅｎｔｅｓ／ｎａｔ１ｏｎｅｓ にはｒ神の民」（Ｐ・ｐｕ１ｕ・ Ｄ・１ ）「選はれた民」（Ｐｏｐｕ１ｕ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
ｅ１ｅＣｔｉＯｎｉ。）たるユダヤ教徒ならびにキリスト教徒に対する「異教徒」という意味が与えられる 。

異教徒＝野蛮人という等式の成立により ，逆に帝国内部および周辺の諸部族にとっ ては，キリス

ト教の受容を通じて「野蛮人」の地位を脱し，ローマ帝国の部族ヒエラルキー内部でｐｏｐｕ１ｕｓ

　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
としての地位を得る可能性が生まれた 。

　アルプス以北の地では，すでにシーザーやタキトゥスの時代から６世紀までのあいだに諸小部

族の「部族連合」への集中が進んでいた。フランク人やアレマン人，さらにザクセン人，フリー

ス人，テ ユーリンゲン人のように，もともと複数部族の連合体の総称であ ったものがやがて単一

のｇｅｎｓの名となり ，そのそれぞれが独自の政治的自意識を持つようになる。５世紀末，全フラ

ンク諸族を統合したクロウィスはカトリ ソクに改宗し，これによっ てフランク人は他のｇｅｎｔｅＳ

の上位にあ ってローマ人と並ぶ（そしてついにはこれにとっ て代わる）Ｐｏ１ｕｐｕｓ，異教徒たる西ゴー

ト人，アレマン人に対する勝利によっ て神に認られた「帝国の民」となる 。神に選ばれた民であ

るとの意識と ，クロヴィスを共通の祖とするというイ友檎 によっ て， ｒフランク人ｇｅｎＳ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
Ｆｒａｎｃｏｍｍ」なるものが新たに生み出されたのである 。

　ただしこのフランク人の支配領域内部で下位の諸部族もそれぞれｇｅｎＳ としての名を保ち ，ま

た程度の差こそあれ独自の兵力，君主（ｄｕＸ），そしてこの君主の支配する部分王国（。ｅｇｎｍ）内

部で効力を持つ独自の法（１ｅＸ）を有していた。ただしこの点，９世紀半はにフランク王国が分裂

して以来，東西二つの王国はそれぞれ異なる姿を示すことになる。まず西フランクでは王権をフ

ランク人が一貫して握り ，内部の諸部分王国の上に立つ大王としての地位を保ち続けたのに対し ，

東ではフランク人以外の諸族が対等の地位を得，王の選出にも与る「帝国の民」の一つに上昇し
２１）

た。 そもそも西フランクの地，つまりガリアがすでに５世紀以来フランク人の土地であ ったのに

対し，東フランク ，つまりゲルマニア（「ライン川の東の地」という意味）は長く周辺にとどまり ，

フランク人はそこでは主要部族の一つでしかなか った。ここではアレマン人，バイェルン人，テ

ユーリンゲン人，ザクセン人などそれぞれの部族が独自の法秩序を維持し，それぞれの君主を戴

く国を成していた。東フランクを引き継いだ神聖ローマ帝国はこれら諸王国の政治的独立を空洞

化しようと図り ，１２世紀には一旦ほぼこれに成功する 。ただしその際皇帝を助けた聖俗の大諸侯

が帝国直参侯（Ｒ．１．ｈ．ｆｕ。。ｔ）の地位を得，皇帝と対時する強大な勢力として残ることになっ た。

皇帝はこれら諸侯に対する上級支配権を保持してはいたものの，しかし彼の直接の権力は自身の

王領地あるいは帝国都市等に限られた。こうして帝国ではなく ，むしろその内部で領域国家

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２６）
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（Ｔｅｍｔｏ・１・１・惚ａｔ）に発展した諸侯 ＝領邦君王（Ｌ・ｎｄ・・ｈ…）の支配地こそが，そこに住む者にとっ

ての祖国となる 。さらに１４／１５世紀には教会高権の一部が領邦君主の手に移り ，彼らは家臣や官

吏のみでなく臣民全体の宗派を決しうることとなっ た。 いまや領邦君王は，域内すべての住民に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
とっ てのｒ国父」（Ｌａｎｄｅｓｖａｔｅ・）となっ たのである 。

　すでに見たように「ネーシ ョン」については，これを近代に固有のものとする見解が有力なも

のとして存在する 。しかし，われわれが中世ヨーロッパについて見た以上の過程をネーシ ョンの

形成過程と捉えることは，はたして不当であろうか 。

　先にふれたホブズボームをはじめ，Ｋ．ドイ ッチ ュ，
Ｅ． ゲルナー Ｂ． アンダーソンら ，「ネー

ション」を特殊近代的現象とする研究者に通底するのは，ネーシ ョンないしナシ ョナリズムをと

くに知識人による人為的構築物（Ｃｏｎ．ｔ．ｕ．ｔ）と見なす考え方である（「想像の共同体」というアンタ

ーノンのテーゼを想起せよ１）。 こうしたｒ近代王義者」の認識に対して，Ａ　Ｄスミスは次のよう

に問う 。すなわち，近代におけるネーシ ョンの形成過程でナシ ョナリスト知識人が重要な役割を

果たしたことは疑うべくもないが，しかし彼らの主張が一般民衆の問に共鳴を得，ネーシ ョンが

長期に持続するものとして生み出されるためには，人々のあいだにあらかじめ共通の文化的絆と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
共属感情の存在することが必要だ ったのではないか，と 。こうした認識から ，スミスは彼独自の

ネーシ ョン論を構築していく 。

　まずネーシ ョンの概念をスミスは次のように規定する 。すなわち歴史的領土としての故国，共

通の祖先についての神話と記臆１， 文化（言語，宗教なと），統一的経済圏，そして全成員に妥当す

る法的権利ならびに義務，ネーシ ョンとはこれら諸要因を共有する人々の，特定の名を持った文

　　　　　　　　　　　　　　　２４）
化的まとまり（ｃｕ１ｔｕｒａ１ｕｍｔ）である 。スミスのこのような規定は近代におけるさまさまなナシ ョ

ナリストの主張から抽出して得られた「理念型」であり ，彼自身認めるように「近代主義」的偏

衛を伴 っている 。ただし彼によれば，上の意味でのネーシ ョンと類似の現象は近代以前にも存在

した。むしろ時代を問わず，世界はいくつものエスニッ ク・ カテゴリーないしエスニッ ク・ コミ

ュニティ ，つまり血統ないし祖先を同じくするという意識を持ち ，言語（ｄｉ．１。。ｔ）や神々を共有

する人々の文化的まとまりから成 っている 。ただしこれらエスニッ ク・ コミュニティのほとんど

は， なお独自の集団としての自意識を持たず，特定の名前あるいは領地をも有していない。こう

したエスニッ ク・ コミュニティのうち十分に姿を整えたもの，つまり出自神話，歴史的記憶

（ｅｔｈｎｏ－ｈｉ．ｔｏ．ｙ） ，（少なくともエリート層において）明確な連帯意識を備え，特定の名前を持った集団

をスミスはとくに「エトニ」（。ｔｈｍ。）と呼ぶ。このエトニのうち，さらに歴史的領土＝故国（エ

トニの場合はそれを持つ場合も持たない場合もある），統一的経済圏，そして全構成員に適用される法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
的権利 ・義務を備えたものが「ネーシ ョン」である 。

　こうしてエスニッ ク・ コミュニティ ，エトニ，ネーシ ョンという三つのレベルの杜会集団（そ

れぞれ後者は前者のサブ ・カテゴリーを成す）が措定される 。たとえば古代世界においては，なお不

定形なエスニッ ク・ コミュニティが大半を占めるなかで，より持続的なエスニッ ク・ コミュニテ

ィ＝エトニが若干数存在した。そのうちのいくつか，たとえはペルシャ人，エジプト人，イスラ

エル人は独自の国家（エスニッ ク国家）を形成し，ここでは有力なエトニの成員が国内の異なるエ

トニないしエスニッ ク・ コミュニティを支配していた。また中世ヨーロッパで，たとえばモスク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２７）
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ワ公国のロシアは正教会の教義 ・文化とｒ第三のローマ」という政治的神話を支柱として，１５世

紀末までにはエスニッ ク国家としての一体性を築き上げつつあ った。しかしその後，大規模な領

土拡大によっ てタタール人，ウクライナ ・コ サッ クなど異質なエトニをいくつも内部に包摂した

結果，文化的 ・経済的一体性は弱まる 。フランスでも ，ロシア同様神に選はれた民であるとの神

話（ジャンヌ ・ダルク神話を想起せよ！）に支えられつつ，教会とそして王家の主導下でエスニッ ク

なアイデンティティが深められていっ た。 領土の拡大はここでは近隣諸国の製肘にもよっ て一定

の限られた範囲にとどまり ，百年戦争の後半頃までにはフランス国家のアイデンティティが確立

する 。ただし，もとよりこのフランスでも ，統一的経済圏の成立，国家の全成員に等しく適用さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）
れる法的権利の実現はなお数世紀待たねばならなかった 。

　しかし，とスミスは言う 。最後にあげたこの二つの要件が欠けているからといっ て， これを

「ネーシ ョン」と呼ぶことを拒むのは不当に限定的であり ，ネーシ ョンを一挙に実現さるべきも

のとみなす静態的見解と言わねばならない。確かに近代のナシ ョナリストが思い描いたような

「純粋な」ネーシ ョンは，１８世紀後半以後のヨーロッパではじめて現れたと言 ってよい。しかし

ネーシ ョンは，むしろ社会的 ・政治的な「過程」として，しかも単純な虐歳のみでなく釦体の局

面をも含むような過程として捉えるべきものなのである。近代のナシ ョナリズムはネーシ ョン形

成の過程に影響を及ぼし，特定の姿を与え，それを促進したとはいえ，この過程それ自体を生み

出したものではない。むしろ ，「われわれがネーシ ョンの概念を［近代の１大衆ネーシ ョンにの

み恋意的に限定しないならば，フランスやイギリスやオランダのようなネーシ ョンの起源はナシ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）ヨナリストの時代以前に遡 って十分跡づけうる」（補足ならびに強調は引用者）。 ただしその際スミ

スは，ネーシ ョンとは別のエトニ概念を前近代社会にあてることにより ，ネーシ ョンの起源を無

限定に過去に遡ろうとするｒ原古主義者」（Ｐ・ｍ・・ｄ・・１１・ｔ）ないしｒ永続王義者」（Ｐ・・ｍ１．１１．ｔ）に対

　　　　　　　　　　２８）
して距離を置くのである 。

　中世東中欧におけるネーシ ョンの形成過程を検討しようとするわれわれにとっ て， スミスのこ

のような議論が多くの示唆に富むものであることは言うまでもない。しかし上に紹介した議論の

最後の部分で，統一的経済圏や共通の法的権利 ・義務のような要素が欠けるからといっ てネーシ

ョンの名を拒むことが不当であるとされ（実際今日でも ，すべてのネーシ ョンがこの要件を十全に備え

ているわけではない），またネーシ ョンの概念を近代の大衆ネーシ ョンに限ることが「恋意的」で

あるとされ，むしろ近代以前に遡ってネーシ ョンの形成過程を探ることの意義が強調されるとき ，

われわれは次のような疑問を禁じ得ない。つまり ，もしそうであるなら前近代社会に「エトニ」

なる概念を別個に設定することがはたして必要なのだろうか 。

　この点に関運して想起されるのは，マルクス主義民族理論，とくにスターリンのｒナシ ョナリ

ティ」概念をめぐるポーランドの歴史家Ｂ．ジ ェンターラの批判である 。スターリンは ，１９２９年

の論文ｒ民族問題とレーニン主義」で次のように述べていた。すなわち，ｒ資本主義以前の時代

にはネーシ ョンは存在しなか ったし，また存在しえなか った。なぜならナシ ョナルな市場が存在

せず，経済的にも文化的にもナシ ョナルな中心がなく ，したがって，人民（Ｖ．１ｋ）の経済的細分

状態を除去し，それまでばらばらであ ったこの人民の諸部分をナシ ョナルな全体に結合するよう
　　　　　　　　　　　　　　　　２９）
な諸要因が存在しなか ったからである 。」さらに１９５０年の論文「マルクス主義と言語学の問題」

でスターリンは，氏族（Ｓ１ｐｐｅ）から種族（Ｓｔａｍｍ）へ，そしてナシ ョナリティ（Ｎ
ａｔ１ｏｎａ１１ｔ．ｔ）を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２８）
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経てネーシ ョンヘ，というエスニッ クな共同社会の変化の図式を提示し，このうち「ナシ ョナリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０）ティ」（ロシア語ではナロードノスチ）を封建制社会に特徴的なものと位置づけている
。

　シェンターラもまた，１８世紀末から１９世紀にかけての杜会的変革の巨大な意義を否定するもの

ではない。それ以前には何よりも地方および教会を中心とする狭い範囲の祉会で生きてきた人々
，

とくに農民大衆のあいだに，この時期以降急速な勢いでネーシ ョンの一員としての意識が広まっ

た・ ただしこのような変化を認めた上でなお，シェンターラは，前資本王義時代のナシ ョナルな

共同社会について，スターリンのように特別な用語を用いる理由は見あたらない，と主張する 。

ナシ ョナルな共同社会の形成に作用する諸要因はすでにその数世紀前から存在するのであり ，ナ

ショ ナルな意識（ジ ェンターラはこれをネーシ ョンの最も重要なメルクマールとする）の内容も ，１３世

紀ないし１６世紀と１９世紀とで異なっ ているわけではない。重要なのは，彼によればネーシ ョンの

形成をきわめて長期にわたる過程として捉えることである 。しかもこの過程は単に前進するのみ

でなく後退する場合もあり ，また成員の共同意識が薄れることによっ てネーシ ョンが死滅するこ
　　　　３１）
とさえある 。

　以上のようなジェンターラの議論は，スミスのｒエトニ」論にはふれぬまま展開されている 。

しかし上の批判の「ナシ ョナリティ」の語を「エトニ」に置き換えても議論の骨子は変わるまい 。

スミスによる「近代王義者」批判，近代におけるネーシ ョン形成のｒエスニソ クな核」（ｅｔｈｍ．

Ｃｏ．ｅ）を前近代社会に遡 って検討するという彼の立場を，われわれは基本的に正当と考えるが ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２）しかしそのために「エトニ」の語を用いることの必要性は必ずしも分明ではない
。

　本稿では「ネーシ ョン」の概念を先に見たスミスの規定に従 って理解しつつも ，それを近代以
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３３）前にも遡 って適用可能なものと考える（その際とくに不都合がなければ「民族」という訳語も用いる）。

この「ネーシ ョン」はスミス自身強調するようにあくまで「理念型」として構成されたものであ
り， 近代におけるネーシ ョンでさえ，スミスの挙げたメルクマールのすべてを常に完全に備えて

いるわけではない。またわれわれは，たとえばあるエスニッ ク・ グループがどの時点でネーシ ョ

ンになっ たか，あるいはある集団がネーシ ョンか否かというような問題の立て方でなく ，スミス

やジェンターラとともにネーシ ョンを「過程」として捉えようと思う 。つまり理念型として構成

されたネーシ ョン概念を則提としつつ，あるエスニソ ク・ クルー プがあるときはこれに接近する

動きを示し，またあるときはそこから乖離していくというような歴史の変遷それ自体を問題にし
　　　　　　　　３４）
ようというのである 。

　前近代社会にネーシ ョン概念を適用しようというわれわれの立場は，ただし近代におけるネー

ションとそれ以前のネーシ ョンとの質的差異を無視するものではない。この点に関して注目され

るのは，近代に至 ってはじめて大衆レベルにネーシ ョン（民族）としての意識が浸透した，とい

うジェンターラの指摘である 。なるほどすでに中世においても ，ネーシ ョンに一般民衆を含める

認識がないわけではない。たとえば中世フランスのいくつかの年代記に現れる「選ばれた民」と

いう神話一フランス人は徳と文化，教会への忠誠の楯として全キリスト教世界に仕える使命を負

う一において，この「民」のうちには　般民衆も含まれている。またトロイア人を祖とするとい

うフランク人の出自神話がフランスに引き継がれたとき ，出自を同じくするとされるフランス人
　　　　　　　　　　　　３５）
は支配層のみには限られない。東中欧地域から一例をあげれば，１４世紀初めのチ ェコにおけるい

わゆるダリミルの韻文年代記には，１１世紀前半のチ ェコ 公の言葉と伝えられる次のような有名な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２９）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６）
箇所がある 。「ドイッ王の娘を妻とするよりは，私はチ ェコ 人の農民女と結ばれたい 。」

　しかし他方，たとえば中世における農民の生活圏がごく限られた範囲に留まっ ていたことを考

えれば，この生活空間を越えるネーシ ョンの一員としての意識が彼らの問にどれほど存在したか

は疑わしい。少なくとも意識的主体としてネーシ ョンを構成する社会層は，しばしば指摘される
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３７）
ように中世においては基本的に官職の担い手たる貴族 ・聖職者に限られていた。Ｈ．シュ ルツェ

に従 ってわれわれは，中世のネーシ ョンを「貴族ネーシ ョン」（Ａｄｅｌｓｎａｏｏｎ）と呼ぶことにしよ

う。 ネーシ ョンの範囲が少なくとも原理上一国の住民すべてに拡大され，「貴族ネーシ ョン」が

「民衆ネーシ ョン」（ｖｏ１ｋｓｎａｔ１ｏｎ）に転化するのは，１７／１８世紀のイキリスとフランスの革命以後

　　　　　３８）
のことである 。

　さらにわれわれは，上に紹介したスミスの議論のなかで，フランスにおけるエスニッ ク・ アイ

デンティティの形成において教会と王家が主導的役割を果たしたとの指摘がなされていたことに

注意しよう 。ジ ェンターラもまた，中世ヨーロッパにおけるネーシ ョン形成に際して国家が大き

　　　　　　　　　　　　　３９）
な役割を果たしたと述べている 。さらに本稿の対象である東中欧についてコンツェは，君主を頂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０）
点とする貴族と教会こそが「ネーシ ョン形成の創造力」であ った，と言う 。われわれは先に，東

中欧におけるキリスト教圏の拡大が統一的政治支配権の確立と密接に絡み合いながら進行した過

程を見てきた。これを同時にこの地域におけるネーシ ョン形成の過程としても捉えうることは ，

今や明らかであろう 。

　北はバルト海沿岸から南はバルカン半島北西部まで，東中欧はラテン ・ヨーロッパ世界の一部

としてその姿を現していっ た。 そのなかで，１０世紀から１１世紀初めにかけてチ ェコ ，ポーランド ，

ハンガリー クロアチアの四つがネーシ ョン（「貴族ネーシ ョン」）としての姿を整えていく（この

うちクロアチアは１１世紀末にハンガリーに併合されるが，言語をはじめとする独自性はその後も維持され
４１）

た）。一方それ以外の南スラヴ人 ・西スラヴ人諸族は，ネーシ ョン形成の過程をドイツ人の支配

によっ て断ち切られた。たとえばスロヴェニア人はすでに８世紀に部族連合の形成に成功してい

たのであるが，アヴ ァール人の侵攻に対する助けを求めてバイエルンと防衛同盟を結んだことか

ら， やがてこれに服属し，９世紀前半には東フランク王国の辺境伯領に組み入れられる 。以後フ

ランク＝バイエルン人貴族による支配，ドイツ人による都市建設が進むなかで，スロヴェニア人

は従属農民としての地位に甘んじることになる 。独自の…１語こそ維持されはしたものの（ただし

ドラヴ ァ川の北ではドイツ語が支配的になる），スロヴェニア人は政治 ・教会 ・文化などあらゆる面

　　　　　　　　　　　　　　　　４２）
でドイツ化の波に呑み込まれていっ た。

　いま一つ，エルベ ・ザーレ川とオドラ川のあいだに住むスラヴ人諸族，いわゆるエルベ ・スラ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３）
ヴ人の運命にふれて節を閉じることにしよう 。この地域には６１７世紀以来スラヴ人が定住し ，

比較的大規模な部族連合の形成が進んでいた。ヴィルッィ人（後にリュ テチ人とも呼ばれる 。東部メ

クレンブルク ，西ポモジェ（フォアポンメルン），プリグニッツ），オボドリト人（東ホルシュタイン，西

メクレンブルク），ソルブ人（ザーレ川の東）の三つが主要なものとしてあげられるが，これらは域

内の部族すべての統合に成功したわけではなく ，なお不安定な状態にあ った。８世紀末から１２世

紀半ばにかけてフランク：ドイッ人がこの地の支配をはかり ，スラヴ人諸族と争 った。南部，つ

まりザーレ川東のソルブ人地域では，ドイッ人の支配が１０世紀初めに確立する 。しかし同じ世紀

の末にリュ テチ人およびこれに与する諸族の大反乱が起こり ，エルベ川とオドラ川の問の広い地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３０）
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域が神聖 ローマ帝国ならびにキリスト教会から失われた（ソルブ人地域に置かれたマイセン辺境伯領

と，
その北のラウジ ッッ辺境伯領はドイッの支配下にとどまる）。

　１２世紀前半，ロタール３世治下の神聖ローマ帝国は再度エルベ川以東の地の支配に乗り出した
。

１１４７年，オボドリト人に対するいわゆる「ヴェンド人十字軍」は，それ自体としては結局失敗に

終わ ったとはいえ，その後の盛んなキリスト教伝道活動の発端を告げる狼煙となる 。１１６０年，ザ

クセンのハインリヒ獅子公はオボドリト人の土地を支配下に置き ，ここにメクレンブルク公国を

建てた（ただしオボドリト人はすでに１１世紀に王家による統一を実現しており ，ハインリヒによる支配はこ

の王家への授封を通じた問接的なものであ った。オボドリト王家による統治は１９１８年まで続く）。 ポモジェ

でも現地の諸侯がまずハインリヒ獅子公，次いでブランデンブルク辺境伯，そして１５２１年以降は

神聖ローマ帝国皇帝直属の封臣となる 。これによっ てスラヴ人自身による支配の連続性が形式上

は保たれたのであるが，しかしチ ェコやポーランドと異なり ，メクレンブルクやポモジェ の公家

一族は自らドイッ化することによっ てのみその地位を保ちえた 。

　チ ェコやポーランド，ハンガリーにおいて，キリスト教の権威と組織に支えられつつ王家が統

一的支配権を確立していっ たことをいま一度想起しよう 。これに対してエルベ ・スラヴ人はキリ

スト教の受容を拒み，伝来の部族宗教を「ドイッの神」に対して護ろうとした。結果として伝道
は， ドイッ人による政治的 ・宗教的支配を伴 って進められることになる 。その際スラヴ人エリー

ト層はドイッ人に服属し，排除され，あるいは同化していっ た。 上からのドイツ化の結果，中世

の終わりまでにはこの地域は言語上もドイッ語圏の一部となる。当初部族連合への集中を進めつ

つあ ったエルベ ・スラヴ人諸族は，こうしてネーシ ョン形成の道を断たれたのであ宕二

１）もとよりヨーロッパの文化がキリスト教に一元化されうるということではない。ただし古代と異な

　り ，文化拡延の担い手はほとんどもっ ぱらキリスト教会となっ た。 Ｃｏｎｚｅ（１９９２ｂ） ，１３．ヨーロッパ文

　化の重層性について，とくに饗庭（１９９１）を参照。なお本節におけるＣｏｎｚｅ（１９９２ｂ）の参照箇所は
，

　本文中（　）内の頁数で示す 。

２）この過程についての邦語文献として，森安（１９８６），第２章 ；矢田（１９７７），第１章第３節 ；半田 ・

　今野（１９７７） ，３３７－３４６；ボグダン（１９９３），第２～４章 ；ポミアン（１９９３），第５章 ；ザイプト（１９７９）
，

　ｇ２－１２６；グラゥス（１９７９） ，５１－７１を参照
。

３）「スラヴ人」とはスラヴ諸語を母語とする諸部族の総称である 。森安（１９８６） ，１６，１１６以下（１１８頁

　に言語分布の地図がある）；グラウス（１９７９），２７を参照。ちなみに「ドイツ人」にしても ，そもそも

　はドイツ語（ただし地域ごとに異なる多くの言語形態を内包する）を話す諸部族の総称であり ，各部

　族ごとの言語からより包括的な「ドイッ語」という言語の意識が現れたのは，９世紀から１１世紀初め

　にかけてのことである 。Ｅｈ１ｅｒｓ（１９８９ｂ） ，５５ｆ ，Ｗ１ｅｓｍｇｅｒ（１９８９），３２４ｆボイマンによれは ，‘‘ｄｅｕｔｓｃ ｈ”

　の語は８／９世紀にまず言語を指すものとして現れ，民族（Ｖｏ１ｋ）の表示としてそれが用いられた例

　は８６０年に確認される 。Ｂｅｕｍａｍ（１９７８） ，３２２

４）「チ ェコ」は英語やラテン語では「ボヘミア」，ドイッ語では「べ一メン」と表記される 。これはこ

　の国の古い呼ぴ名である
‘‘

Ｂｏｈｅｍ１”（あるいは
‘‘

Ｂｅｈｅｍ１
’’

）に由来するが，ただしチ ェコ 語では
　‘‘Ｃｅｃｈ’’

という表現しかなく ，本稿では文献 ・史料からの引用を除いて「チ ェコ」という呼称を用い

　ることにする 。なおチ ェコ 東部のモラヴィアは，すぐ後に見る大モラヴィア国を除けば歴史的にチ ェ

　コ 王国の一部を成し，以下ではとくに針らない限りチ ェコという表現でモラヴィアをも含むことにす
る。 Ｖｇ１．Ｇｒａｕｓ（１９６５），５２（Ａｍ．２２５）

５）大モラヴィア国についての邦語文献として ，千賀（１９８２）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３１）
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　６）典礼をスラヴ語で行い，教会文書にスラヴ語を用いるというキ ュリロス ，メトディオスの原則は ，

　　まずこのブルガリアで，そして１世紀後にはキエフ ，さらに後にモスクワ＝ロシアで実現された。一

　　方ローマ ・キリスト教ヨーロッパでは，チ ェコ（フス派運動の時期のみ）とクロアチアの若干の教会

　　を例外として，民衆言語が教会の公用語として用いられることはなかった。それがようやく変わるの

　　は，宗教改革以後である 。Ｃｏｎｚｅ（１９９２ｂ） ，２０

　７）　Ｇｒａｕｓ（１９８０） ，９６ｆ

　８）近代におけるチ ェコならびにポーランド，ハンガリーの民族運動について，シ ュガー／レー デラー

　　（１９８１）の当該章を参照 。

　９）ハンガリーのキリスト教化についての邦語文献として，相沢（１９８２）。

　１０）この問の事情について詳しくは，阿部（１９７４） ，６０－６９ ，１０８－１２１。 またドイッ騎士修道会設立の経

　　緯については同書第２章，さらにプロイセンならびにリヴォニアの騎士修道会領について，山田

　　（１９８２），第２～４章を参照 。

　１１）Ｓｃｈｕ１ｚｅ（１９９４） ，１６ｆ ，３５－３７ちなみにウェーハーは，宗教法と世俗法の分離が西洋世界の顕著な歴

　　史的特質の一つを成す，と言う 。すなわちキリスト教のカノン法は，古代において教会が数百年にわ

　　たり国家とのいかなる関係をも拒否してきたことの結果，世俗法に対して比較的明確な二元主義の立

　　場をとっ ていた。またローマ法という普遍的な世界法の地位を得た世俗法の存在が，全生活態度を実

　　質的に支配しようとする宗教法＝カノン法の原理的に無制約な要求を製肘したとも言える 。さらにヴ

　　　ェー バーによれば，カノン法自体，他の諸文明の宗教法と比べて合理的な性格を持つが，それは以下

　　のような一キリスト教以前にも遡る　諸事情による 。すなわち世俗支配者との関係を調整するにあた

　　　り「自然法」というストア派の観念が動員されたこと ，教会自身の行政においてローマ法の伝統が継

　　受されたこと ，中世初頭の蹟罪規定（中世の教会が行った真に体系的な最初の法形成）の制定にあた

　　　り ，ゲルマン法中最も形式的な部分への依拠がなされたこと ，中世西洋の大学で神学と世俗法の教育

　　が分離されたこと ，教会職員の合理的 ・官僚制的な官職的性格などである 。カノン法のこのような合

　　理的性格が，西洋の世俗法の持つ合理性にも影響を与えた。ヴ ェー
バー（１９７４） ，４２３－４２８

　１２）Ｈｏｂｓｂａｗｍ（１９９０），９£Ａ．Ｄ．スミスによれば，１９世紀のミシュレから近年のホブズボーム ，ベネデ

　　　ィクト ・アンダーソンらに至るまで，ネーシ ョンないしナシ ョナリズムについて論じた歴史家のほと

　　　んとはネーシ ョンを近代の現象と捉えている 。Ｓｍｌｔｈ（１９９２） ，７３

　１３）　ブルンナー（１９７４） ，１１６

　１４）ブルンナー（１９７４），７４－７６ ，２０３ｆ
．，

さらに２６９，２８６ｆ
．，

３２８，３４４．１９４５年５月 ，ドイツ敗戦の直後に

　　　行われた講演におけるトマス ・マンの悲痛な叫びは，このようなブルンナーの認識と軌を一にするも

　　　のと言えよう 。「『箇倹ノ』というものは，フランス革命で生まれました。それは革命と自由の概念で

　　　あり ，人類的なものを内に含み，内政的には自由を，外政的にはヨーロッパを意味するのであります 。

　　　　　『国民』という概念そのものからして，自由の概念と結びついたものとしては，ドイッにはそも

　　　そも存在しないと言えます。」マン（１９４５） ，２２．ちなみに
‘‘

ｎａｔｉｏｎｓｔａｔｅ”には通例「民族国家」「国民

　　　国家」の二つの訳語が当てられ，このうち後者については単なる同義反復にすぎないとしてその使用

　　　を避ける向きもある 。ただし
‘‘

Ｎａｔｉｏｎ
’’ にブルンナーのような意味を込めた上であれば，「国民国家」

　　　 という訳語は近代に固有の現象としての
‘‘

ｎａ七〇ｎＳｔａｔｅ”の表現として意味を持つであろう ・

　１５）　Ｖｇ１Ｓｃｈ１ｅｓｍｇｅｒ（１９７８） ，５７ｆ

　１６）そもそも二つの語は共通の語根から派生したものである。すなわち ，“ ｇ’ｅｎｈ１一（生まれる）→

　　　 ホｇ’ｅｎｈ １－ｔ１－ｓ，ホ ｇ’ｎｈ１－ｔ１－ｓ　Ｇ
ｓｃ

ｈｍｔｚｅｒ（１９９２） ，１７０

　１７）Ｓｃｈｕｌｚｅ（１９９４） ，１１２ ，Ｇｓｃ
ｈｍｔｚｅｒ（１９９２） ，１６８－１７１ただしＨ －Ｄカールによれは ，ｇｅｎｓ あるいは

　　　 ｐｏｐｕ１ｕｓ と異なり ，ｎａｕｏ には政治組織としての意味合いが欠如している 。また言語の共通性もｎａｔ１ｏ

　　　の本質的要件には必ずしも含まれていない。したがって彼は，中世のｎａｔ１ｏ 概念を近代の
‘‘

Ｎａｔｌｏｎ
’’

　　　に直接連続するものと捉えることはできない，と言う 。Ｋ
ａｒ１（１９７８） ，８１ｆ

．，

８８ｆ
．，

９９ｆ，１０３ｆ
‘‘

ｎａｔｉｏ
’’

の

　　　概念についてさらにノ下野（１９８７），６４２以下；ホイジンガ（１９４０），１９２£を参照
。
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１８）“ ｈ１ｕｄｏｓ” “ｐａｇａｍ”，“ ｈａ１ｔｈ１”

も異教徒を指す言葉として用いられた。Ｗｅｍｅｒ（１９９２） ，１８７

１９）中世東中欧について言えば，チ ェコ ，ポーランド，ハンガリーがキリスト教を受容したことにより ，

　西欧諸国はここに十字軍を差し向ける名分を失 った。グラウス（１９７９） ，５９．ザイプトの言うように ，

　「改宗は，『キリスト教世界』における『市民権』…… の獲得を意味した」のである 。ザイプト
　（１９７９） ，９７

２０）Ｗｅｍｅｒ（１９９２） ，１８５ －１９３．サリカ法典の序文には次のようにある 。「高名なるフランク人部族は創造

　主なる神によっ て創建せられ，戦において強く ，平和の盟約において堅く ，身体の晶高く ，純潔損な

　われず，容姿すぐれ，勇敢，敏捷且つ厳然たり 。」『サリカ法典』 ，３０ｆ．なおこの序文の成立時期につ

　いては，６／７世紀の境とする説，あるいはより後代のものとする説が分かれている 。同上，３３．フ

　ランク王国の成立過程，その政治構造について，増田（１９７４） ，９５－１１４を参照
。

２１）９８７年から１４８３年の間にフランスでは２７人の王が２つの家系から ，ほとんどすべて継承によっ て王

　位に就いたのに対し，ドイツ（神聖ローマ帝国）では９１１年から１４９３年の間に１４の家系から３４人の皇

　帝が，しかもほとんとすべて選挙によっ て帝位に就いた 。Ｅｈ１ｅｒｓ（１９８９ａ） ，２３ｆ中世のフランス ，ト

　イツ ，そしてイングランドの国家構造を比較検討した論孜として ，服部（１９９５）。

２２）Ｗｅｍｅｒ（１９９２） ，１９６ｆ ，１９９－２０３，２０６，２２８－２３１中世後期にいた ってもなお，たとえぱサクセン人と

　バイエルン人は互いの言うことを理解できなか ったという 。Ｇｒａｕｓ（１９７５） ，２１２（Ａ
ｎｍ

．２６）；Ｇｒａｕｓ

　（１９６６） ，４１。また宗教改革の時代，中部ドイッ語で書かれたルターの著作は，当初北ドイッでは低地

　　ドイッ語に翻訳されねばならなか った。また南ドイツでも ，ルターの聖書に付録として語彙辞典が付

　けられた。Ｗｌｅｓｍｇｅｒ（１９８９） ，３３６，３３９こうした状況の下で，「トイノ」を祖国とする意識がほとん

　ど育たなかったことはいわば当然である 。「ドイッ？しかしそれはいっ たいどこにあるのか。」ゲー

　テとシラーはこう問わねはならなか った。Ｓｈｅｅｈａｎ（１９８１），１ｆ中世から現代にいたるトイノ人のア

　イデンティティ形成の問題を追 った興味深い論孜として，佐々木（１９９２）を参照
。

２３）　Ｓｍ１ｔｈ（１９９４），３７７ｆさらに ，Ｓｍ１ｔｈ（１９８７） ，７－１３ ，Ｓｍ１ｔｈ（１９８８） ，２－５

２４）　Ｓｍｉｔｈ（１９９４） ，３８１

２５）　Ｓｍｉｔｈ（１９９４） ，３７８ －３８３

２６）　Ｓｍｉｔｈ（１９９４） ，３８３ －３８９

２７）Ｓｍｉｔｈ（１９９４） ，３８８ｆ，３９１£（引用は３９１）ネーシ ョンを「過程」として捉えようとするスミスの立場

　について ，さらにＳｍ１ｔｈ（１９８７） ，２１２ ，Ｓｍ１ｔｈ（１９８９），３４２をも参昭
。

２８）Ｓｍ１ｔｈ（１９９４） ，３７６ｆ ，Ｓｍ１ｔｈ（１９８７） ，１１－１３スミスのネーンヨン論について，田口 　木下（１９９６）
，

　１７－２４を参照。また，スミスの「エトニ」論に拠りつつ中世ヨーロッパの民族意識を検討しようとし

　た論孜として，江川（１９９５），とくに１０７ｆ．； 江川（１９８９），とくに２ｆ．ポミアン（１９９３），第１７章にも

　エトニからネーシ ョンヘという把握が見られるが，ただしポミアンはこの転換を近代において初めて

　見るというのではなく ，むしろヨーロッパにおける諸ネーシ ョンの生成を，５世紀の民族大移動以来

　の長期の過程として捉えている。同書，１８０

２９）スターリン（１９２９），３６９　ただし訳文はＺ１ｅｎｔａｒａ（１９８１），３０６のトイソ語による引用からのもので

　ある 。

３０）　スターリン（１９５０） ，１４１ｆ

３１）Ｚ１ｅｎｔａｒａ（１９８１），３１４さらに ，Ｚｅｍａｃ
ｋ（１９８９），３７７ｆを参昭

。

３２）二宮宏之氏は，「自生的な結合で，文化的契機が強く働いており ，深層に潜んでいる」社会的結合

　をエトノス，これに対してネーシ ョンは，「より作為的で，政治的契機が強く ，表層のイデオロギー

　として現れる」としている 。川田 ・福井（１９８８） ，３２７．しかし後者のような現象であれば，本稿の後

　半で示すように，それは中世においても確認される 。また江川温氏は，中世ヨーロッ パの民族意識を

　検討するにあた ってスミスのエトニ論を自己の立脚点として受け入れつつ，しかし「『エトニ』とい

　う語を邦語文献の中で多様することの不都合を考え」て実際の叙述のなかでは「種族」「民族」など

　の語を当てるとされている 。江川（１９８９） ，３．しかし実際の叙述のなかで使用がためらわれる用語と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３３）



３４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４６巻 ・第１号）

　　はいかにも不自然ではあるまいか 。

　３３）　しばしば指摘されるように「ネーシ ョン」という言葉は日本語では「民族」「国民」という二つの

　　意味を含み，逆に言えば「ネーシ ョン」の内容を一語で表現する日本語はない。このためわが国のヨ

　　 ーロッパ史研究においては，「民族」「国民」という訳語の使用自体が避けられることも多いが，しか

　　し日本語が「民族」「国民」という二つの言葉を持 っていることは，歴史研究にとっ てむしろ強味と

　　も言いうるのではないか。その際「国民」の概念が近代社会についてのみ用うべきものであることは ，

　　本稿のここまでの議論だけでもすでに明らかであろう 。

　３４）私は近代の「階級形成」について類似の議論を紹介したことがある 。山井（１９９３），序章。なお理

　　念型に関するスミスの考えは ，Ｓｍｉｔｈ（１９９４），３９２－３９４に示されている
。

　３５）Ｚ１ｅｎｔａｒａ（１９８１） ，３１２ ，江川（１９９５） ，１１９－１２１　ただしフランスの場合，人民よりはむしろ王ない

　　し王国についてその「選ばれた」地位がしばしば強調された。一方ドイツでは，神聖ローマ帝国内に

　　住むドイッ人全体を選民とする観念がフランスに比してより重きを成してはいたが，しかしそれも ，

　　域内の領邦それぞれが「神によっ て与えられた」との意識によっ て制約されていた。選民思想がとく

　　に大きな意味を持ったのはチ ェコにおいてであり ，先にふれた「聖ヴ ァーツラフの僕」としての意識

　　がその古い起源を成す。１４世紀チ ェコのある年代記では，ラテン語のボヘミアという呼称がチ ェコ 語

　　の “Ｂ６ｈ
’’

（神）に由来するとされている 。チ ェコ 選民意識は１５世紀初めのフス派運動のなかで大きく

　　高まり ，後に見るようにそこではチ ェコ 人を「最も神聖な」民族とする主張がなされる 。Ｇｒａｕｓ

　　（１９７５），２２４ －２２６

　３６）　Ｚ１ｅｎｔａｒａ（１９８１） ，３０９ｆ ，Ｇｒａｕｓ（１９７５） ，２３２ｆ

　３７）Ｖｇ１Ｓｃｈｕｌｚｅ（１９９４） ，１１７ｆ ，Ｂｅｕｍａｍ（１９７８） ，３２３ ，Ｗｅｍｅｒ（１９９２） ，２０４ －２０６，２４４ｆ ，Ｅｈ１ｅｒｓ（１９８９ａ）
，

　　 ４３，５４－５７ ，Ｃｏｎｚｅ（１９８５ａ） ，３６３ｆ ，そしてとくにＧｒａｕｓ（１９８０） ，４０，６３，６９，７２，９３，１２９，１５９ｆ ，１８０ｆ ，１８７ｆ

　　 コンツェによれば「ポーランドとは１８世紀にいたるまでポーランド人の貴族ネーシ ョン ，つまりポー

　　 ラント語，ルテニア語，リトアニア語を話す従属農民の上にかぶさる支配層の政治的組織形態であ っ

　　た」。 Ｃｏｎｚｅ（１９５８） ，１．ただし貴族といっ てもその内実は，大規模なマグナーテンから農民とさして

　　変わらぬ小貴族までさまざまであり ，このうちどこまでが実質的に「ネーシ ョン」を構成したか必ず

　　　しも裁然と区切れるわけではない。たとえばポーランドの貧しい貴族は一村のみ，あるいは一つの村

　　の一部を所領として持つにすぎず，領民を一切持たず自ら畑仕事に携わる者もあ った。先述のダリミ

　　ルの年代記には，「農夫が貴族になることもあれば，貴族の息子が農夫になることもある。古びた銀

　　　と財産があれば貴族，貧しけりゃ 貴族も農夫にされる」とある 。とくに後に検討する１２世紀以降の東

　　方植民の過程で，貧しい貴族の多くはより大規模な領主に土地を売り渡して没落していっ た。 薩摩秀

　　登氏に従って１４世紀前半のチ ェコで貴族と見なされるための基準を嘉えそ挙げるとすれば戦士とし

　　ての職業および生活形態，宮廷，教会ないし他の大貴族の館における職務，そして所領を持つことな

　　　どであ った。チ ェコではその後１４世紀末から１５世紀初めにかけて貴族の境界がしだいに明確になり ，

　　家柄が重視されるようになる 。さらに１５世紀から１６世紀にかけて，議会の正式な承認を得て貴族に列

　　せられる以外，貴族になる道は閉さされることとなっ た。 Ｃｏｎｚｅ（１９８５ａ） ，３６３ｆ ，Ｋｕｈｎ（１９７５ａ） ，３９２

　　　 ；薩摩（１９９５ａ） ，４ｆ

　３８）Ｓｃｈｕ１ｚｅ（１９９４），２１２コンソェもまた「貴族ネーシ ョン」から「民衆ネーシ ョン」へという表現を

　　　用いてこの変化を説明している 。Ｃｏｎｚｅ（１９８５ａ） ，３６６．なおスミスは彼の言う前近代社会のエトニを

　　　ｒ貴族的エトニ」（ａｒｌｓｔｏｃｒａｔ１ｃ　ｏｒ ‘ｌａｔｅｒａ１’ｅｔｈｍｅ）とｒ民衆的エトニ」（ｄｅｍｏ廿ｃ　ｏｒ ‘ｖｅｒｔ１ｃａｌ ’ｅｔｈｍｅ）

　　　の二つに分けている。後者の典型的事例の一つはユダヤ人であり ，ここではネーシ ョンの実質が当初

　　　から「貴族」を越えた広い階層に及んでいた 。Ｓｍ１ｔｈ（１９８７） ，７６ －８９ ，Ｓｍ１ｔｈ（１９８９） ，３４６－３４８

　３９）Ｚ１ｅｎｔａｒａ（１９８１），３０２ｆこの点に関連して，ジェンターラは次のように言う 。すなわち，現代のアジ

　　　ア， アフリカ ，ラテン ・アメリカ諸国におけるネーシ ョンの形成過程について，そこでは国家が大き

　　　な役割を果たし，またナシ ョナルな理念が当初少数の指導集団に限られていたという理由で，ヨーロ

　　　 ッパにおけるネーシ ョンの形成とはまっ たく異質であるとの説がしばしばなされている。しかしジ ェ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（３４）
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　ンターラによれば，このような見解は比較の基準を誤ったものであり ，「ヨーロッパ中心主義」の表

　れと言わざるをえない。比較を行うとすれば近代ヨーロッパのネーシ ョン形成過程ではなく ，近代以

　前のそれを対象とすべきなのであり ，そうなれば両者を異質とする見解は支持し難くなる 。

４０）　Ｃｏｎｚｅ（１９８５ａ） ，３６３

４１）Ｃｏｎｚｅ（１９８５ａ） ，３６２．クロアチアについて，Ｃｏｎｚｅ（１９９２ｂ） ，５１－５３を参照
。

４２）　Ｃｏｎｚｅ（１９８５ａ） ，３６２

４３）以下，Ｃｏｎｚｅ（１９９２ｂ） ，２６ｆ ，４８ －５０ ，Ｃｏｎｚｅ（１９８５ａ） ，３６２ｆ ，Ｇｒａｕｓ（１９８０） ，７３ －８２ ，森安（１９８４）
，

　２０５ｆ．による 。

４４）同様の運命は，ドイツ騎士修道会の支配下におかれたプロイセン人についても確認される 。Ｃｏｎｚｅ

　（１９８５ａ），３６３； 森安（１９８４） ，２１１－２１３．さらに本節注１０にあげた文献に加え，佐々木（１９８９）を参照
。

（３５）
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